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※
市
政
に
対
す
る
御
意
見
を
お
聴
か
せ
く
だ
さ
い
。
市
役
所
１
階
及
び
両
支
所
の
「
市
民
の
声
」
投
書
箱
、
郵
送
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
又
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
お
寄
せ
い
た
だ
け
ま
す
。
●
情
報
政
策
課
（
☎
内
線
５
０
５
）

  再
生
資
源
の

持
ち
去
り
は

禁
止
で
す　

　

ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
出

さ
れ
た
再
生
資
源
の
持
ち
去

り
被
害
が
あ
と
を
絶
ち
ま
せ

ん
。
こ
の
被
害
を
防
ぐ
た
め
、

「
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃

に
関
す
る
条
例
」
の
一
部
を

改
正
し
、
次
の
と
お
り
定
め

ま
し
た
。

○
主
な
改
正
内
容

　

再
生
資
源
の
持
ち
去
り
行

為
を
行
っ
た
者
に
対
し
て
、

行
政
指
導
を
行
い
、
従
わ
な

い
場
合
は
20
万
円
以
下
の
罰

金
を
科
す
な
ど
。

○
施
行
期
日

　

４
月
１
日
（
水
）

○
罰
則
の
適
用
期
日

　

７
月
１
日
（
水
）

○
持
ち
去
り
を
見
か
け
た
ら

　

再
生
資
源
の
持
ち
去
り
は

許
さ
れ
な
い
行
為
で
す
。
持

ち
去
り
行
為
を
見
か
け
た
り
、

情
報
が
あ
っ
た
り
し
た
と
き

は
、
清
掃
セ
ン
タ
ー
へ
連
絡

し
て
く
だ
さ
い
。

　

問
い
合
わ
せ
は
、
清
掃
セ

ン
タ
ー
清
掃
係
（
☎
74
１
０

１
４
）
へ
。

　

４
月
１
日
（
水
）
か
ら
施
行
さ

れ
る
「
桐
生
市
ポ
イ
捨
て
等
防
止

に
関
す
る
条
例
」
の
概
要
に
つ
い

て
は
次
の
と
お
り
で
す
。

○
ポ
イ
捨
て
な
ど
と
は

　

公
共
の
場
所
や
個
人
が
所
有
す

る
土
地
に
空
き
缶
、
空
き
瓶
、
紙

く
ず
、
た
ば
こ
の
吸
殻
そ
の
他
の

も
の
を
み
だ
り
に
捨
て
る
こ
と
と
、

飼
い
犬
の
ふ
ん
を
処
理
せ
ず
放
置

す
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。

○
条
例
適
用
の
場
所

　

条
例
の
適
用
場
所
は
、
市
内
全

域
を
対
象
と
し
て
い
ま
す
。

　

道
路
、
公
園
、
河
川
な
ど
の
公

共
の
場
所
や
、
駐
車
場
や
建
物
の

敷
地
な
ど
の
個
人
が
所
有
す
る
土

地
も
対
象
と
な
り
ま
す
。

○
条
例
の
対
象
者

　

市
内
に
居
住
又
は
勤
務
・
通
学

す
る
人
だ
け
で
な
く
、
一
時
的
に

市
内
に
滞
在
し
た
り
通
過
し
た
り

す
る
人
も
含
ま
れ
ま
す
。

○
禁
止
行
為

　

公
共
の
場
所
や
個
人
が
所
有
す

る
土
地
で
、
ポ
イ
捨
て
や
飼
い
犬

の
ふ
ん
を
放
置
す
る
こ
と
を
禁
止

し
ま
す
。

○
罰
則
規
定

　

罰
則
に
つ
い
て
は
、
ポ
イ
捨
て

な
ど
の
禁
止
行
為
を
行
っ
た
違
反

者
が
市
職
員
に
よ
る
口
頭
指
導
、

書
面
勧
告
、
書
面
命
令
に
従
わ
な

い
と
き
は
、
罰
則
５
万
円
以
下
に

処
せ
ら
れ
ま
す
。

※
罰
則
の
適
用
は
、
７
月
１
日

（
水
）
か
ら
と
な
り
ま
す
。

○
ポ
イ
捨
て
な
ど
の
現
場
を
発
見

し
た
ら

　

ポ
イ
捨
て
に
つ
い
て
は
環
境
課

へ
、
飼
い
犬
の
ふ
ん
の
放
置
に
つ

い
て
は
市
民
生
活
課
へ
連
絡
し
て

く
だ
さ
い
。

○
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
ポ
イ
捨
て

な
ど
の
情
報
提
供
が
あ
っ
た
場
合

　

市
の
職
員
が
現
地
調
査
を
実
施

し
ま
す
。
こ
の
結
果
を
受
け
て
、

監
視
、
パ
ト
ロ
ー
ル
の
実
施
や
啓

発
看
板
の
設
置
な
ど
を
行
い
ま
す
。

　

問
い
合
わ
せ
は
、
環
境
課
ご
み

減
量
係
（
☎
内
線
４
５
２
）
又
は

市
民
生
活
課
男
女
共
同
参
画
推

進
・
生
活
係
（
☎
内
線
３
１
７
）

へ
。

ま
ち
は
ご
み
箱
で
は
あ
り
ま
せ
ん

犬のふんは飼い主が持ち帰りましょう
ポイ捨ては条例で禁止
されています

　

４
月
１
日
か
ら
、「
桐
生
市
ポ
イ
捨
て
等
防
止
に
関
す
る
条
例
」
が
施
行
さ
れ
ま
す
。
こ
の
条
例

は
、
ご
み
の
ポ
イ
捨
て
や
飼
い
犬
の
ふ
ん
を
放
置
す
る
行
為
を
未
然
に
防
止
し
て
、
環
境
美
化
に

対
す
る
意
識
の
向
上
と
清
潔
で
美
し
い
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す
る
た
め
に
制
定
さ
れ
ま
し
た
。

ポイ捨ては罰則５万円以下
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